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【開催日】 令和５年１２月１日（金） 

【開催場所】 議場 

【開会・散会時間】 午前９時３０分～午前９時３６分 

【出席議員】 

議  長 髙 松 秀 樹 副 議 長 中 村 博 行 

議  員 伊 場   勇 議  員 大 井 淳一朗 

議  員 岡 山   明 議  員 奥   良 秀 

議  員 笹 木 慶 之 議  員 白 井 健一郎 

議  員 恒 松 恵 子 議  員 中 岡 英 二 

議  員 中 島 好 人 議  員 福 田 勝 政 

議  員 藤 岡 修 美 議  員 古 豊 和 惠 

議  員 前 田 浩 司 議  員 松 尾 数 則 

議  員 宮 本 政 志 議  員 森 山 喜 久 

議  員 矢 田 松 夫 議  員 山 田 伸 幸 

議  員 吉 永 美 子   

【欠席議員】なし 

【事務局出席者】 

局  長 河 口 修 司 議事係長 山 田 寿実子 

議事係主任 岡 田 靖 仁 庶務調査係書記 若 野 みちる 

【付議事項】 

議運決定事項について 

 

午前９時３０分 開会 

 

髙松秀樹議長 おはようございます。ただいまから全員協議会を始めます。本

日の付議事項、議運決定事項について、議会運営委員長の報告を求めま

す。 

 

（宮本政志議会運営委員長 登壇） 
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宮本政志議会運営委員長 おはようございます。それでは、第３回から第５回

の議運決定事項を報告いたします。まず１点目です。令和５年第４回（１

２月）定例会に関する事項についてです。（１）会議案は、１２月１日

金曜日から１２月１９日火曜日までの１９日間といたしました。なお、

議案名は資料１のとおりでございます。（２）議事日程案は、資料２の

とおりでございます。（３）議案第８１号の本会議での議決方法につい

て、議案第８１号山陽小野田市ケアセンターさんよう条例を廃止する条

例の制定について（以下、「本議案」という）は、高齢者福祉施設であ

るケアセンターさんようを廃止するものである。そのため、本議案は、

山陽小野田市議会の議決に付すべき重要な公の施設の廃止等に関する条

例第２条第２号の福祉施設の廃止に該当するため、その議決方法は、地

方自治法第２４４条の２第２項による特別多数議決となること。また、

表決は、記名投票（青票・白票）により行うことを確認いたしました。

そのため、本会議最終日に議決いたします。詳細につきましては、本会

議最終日の議決までに事務局から説明がございます。（４）陳情・要望

書等の取扱いについては、資料３－１から３－６までの陳情・要望書等

６件について、調査委員会をそれぞれ決定しておりますので、表を御確

認ください。２点目です。特別委員会について（１）政策提案特別委員

会の設置について、１２月定例会中の設置に向けて議案を調整すること

といたしました。委員会の名称、政策提案特別委員会委員の定数６人、

委員会の設置目的は、議会基本条例の規定による政策立案、政策提言の

実現です。（２）広報特別委員会の定数の変更について、１２月定例会

中の変更に向けて議案を調整することといたしました。続きまして３点

目、一般質問の聞き取り時における質問者以外の対応等について、（１）

一般質問の聞き取りとは、一般質問が適切に実施されるための議員と執

行機関との調整の場である。したがって、次のとおりとすることを決定

いたしました。ア、一般質問の聞き取りは、質問の趣旨の確認等、一般

質問の中で議論がかみ合う程度にとどめること。イ、一般質問の聞き取

り時において、質問者以外の議員の同席は認めるが、執行部との調整は
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質問者のみが行うこと。（２）一般質問において資料を使用する場合は、

当該資料の量は必要最小限度とすること、また、当該資料の内容をきち

んと説明することを決定いたしました。４点目に、議会基本条例の研修

について次のとおり行うことを決定いたしました。日時は、令和５年１

２月１９日火曜日、本会議終了後、場所、市役所３階大会議室です。内

容については、議会基本条例についてです。以上で、第３回から５回の

議運決定事項の報告を終わります。 

 

（宮本政志議会運営委員長 降壇） 

 

髙松秀樹議長 ただいまの議運決定事項の報告につきまして、質疑はございま

すか。 

 

白井健一郎議員 その他ということで、質問というか、要望したいんですけれ

ども、今、議案説明は本会議当日の午前８時３０分に公開されることに

なっていますが、これでは前日までの準備ができませんので、もう少し

早めていただきたいという要望があります。この点どうでしょうか。 

 

宮本政志議会運営委員長 今の白井議員の御意見に関しても、実際に可能かど

うかも含めて、また議会運営委員会の中で協議していこうと思います。

以上です。 

 

山田伸幸議員 今の件に関連して、執行部からは質問通告を求められているん

ですけれど、議案書だけを見て、これを判断して、質疑をつくり上げる

のは非常に難しいんですよ。ですから、議案説明がないにもかかわらず、

質疑通告するのは難しい場合が多いということを、ぜひ考えていただき

たい。それでないと、当日配られても、当日慌てて質問をつくり上げる

ことが多くありますので、今、白井議員が言われたことを検討というか、

執行部にもしっかり求めていただきたいと思いますが、どうでしょうか。 
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宮本政志議会運営委員長 今、山田議員のおっしゃることも、そして先ほど白

井議員がおっしゃったことも踏まえて、議長とも相談して議会運営委員

会で協議していきたいと思います。以上です。 

 

髙松秀樹議長 ほかに質疑ありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）以上で全

員協議会を終わります。 

 

午前９時３６分 散会 

 


